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○●金沢市告示第231号

金沢市自転車等駐車場条例（平成３年条例第１号）第11条第１項の規定により、自転車等を移動し、保管したの

で、金沢市自転車等駐車場条例施行規則（平成３年規則第３号）第７条の規定により、次のとおり告示します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

１ 保管自転車等が駐車してあった駐車場の名称

金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営西金沢駅前自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営森本駅東第１自転車駐車場

金沢市営森本駅西自転車駐車場

金沢市営馬替駅前自転車駐車場

金沢市営乙丸駅前自転車駐車場

金沢市営蚊爪駅前自転車駐車場

金沢市営矢木１丁目自転車駐車場

金沢市営香林坊自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場
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２ 保管自転車等の台数

自転車 111台

原動機付自転車 0台

３ 自転車等を移動し、保管した日

平成18年７月１日から同月31日まで

４ 保管自転車等の返還を申し出る場所

金沢市広坂１丁目９番16号

財団法人　金沢まちづくり財団

５ 保管自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成18年８月11日から19年２月11日まで

午前10時から午後７時まで

場所 金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

○●金沢市告示第232号

金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例（平成６年条例第45号）第６条第２項及び第７条第２項の

規定により、自転車等を撤去したので、同条例第９条第１項の規定により、次のとおり告示します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

１ 自転車等を撤去した場所及び撤去した自転車等の台数

自 転 車 等 を 撤 去 し た 場 所

金沢駅前自転車等放置禁止区域

香林坊地区自転車等放置禁止区域

東金沢駅前自転車等放置禁止区域

西金沢駅前自転車等放置禁止区域

片町地区自転車等放置禁止区域

竪町地区自転車等放置禁止区域

泉野６丁目地内

片町１丁目地内

広坂１丁目地内

千日町地内

緑ヶ丘地内

長町１丁目地内

窪６丁目地内

末町地内

西都２丁目地内

大野町１丁目地内

駅西新町３丁目地内

大豆田本町地内

北町地内

自 転 車

原 動 機 付 自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

撤去した自転車等の台数

74 台

9 台

6 台

4 台

7 台

3 台

9 台

1 台

3 台

1 台

2 台

1 台

11 台

5 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台



－3－

平成18年（2006年）８月11日　第2526 号 金　沢　市　公　報

２ 自転車等を撤去した日

平成18年７月１日から同月31日まで

３ 撤去した自転車等を返還する期間及び場所

（1）期間

平成18年８月11日から19年２月11日まで

（2）場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

北塚東地内

西金沢２丁目地内

西金沢３丁目地内

上荒屋１丁目地内

長土塀２丁目地内

北安江２丁目地内

武蔵町地内

東山１丁目地内

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

自 転 車

1 台

1 台

2 台

1 台

1 台

1 台

2 台

1 台

○●金沢市告示第233号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、介護扶助のための居宅介護及び介護予防

を担当させる機関を指定したので、同法第55条の２の規定により、次のとおり告示します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　　　称

株式会社　コムスン

代表取締役　樋口　公一

株式会社　コムスン

代表取締役　樋口　公一

社団法人　金沢市シルバー人材

センター理事長　中田　耕治

事　　業　　者

所　在　地

東京都港区六本木６丁目10番１号

東京都港区六本木６丁目10番１号

金沢市長町３丁目３番３号

名　　　称

株式会社　コムスンはくさんケア

センター

デイサービス・コムスン金沢笠舞

社団法人　金沢市シルバー人材セ

ンター　訪問介護事業所

事　　業　　所
指定年月日

平成18年４月１日

平成18年６月１日

平成18年７月１日

所　在　地

金沢市四十万３丁目105番地

金沢市笠舞１丁目８番18号

金沢市長町３丁目３番３号

○●金沢市告示第234号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、介護扶助のための居宅介護支援を担当さ

せる機関を指定したので、同法第55条の２の規定により、次のとおり告示します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　　　称

社団法人　金沢市シルバー人材

センター理事長　中田　耕治

事　　業　　者

所　在　地

金沢市長町３丁目３番３号

名　　　称

社団法人　金沢市シルバー人材

センター　居宅介護支援事業所

事　　業　　所
指定年月日

平成18年７月１日

所　在　地

金沢市長町３丁目３番３号
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土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、次の土地区画整理組合の定款の変更を認

可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　　　称 所　在　地 開　設　者

橋場町あおぞら薬局 金沢市橋場町３丁目15番地
グランファルマ株式会社

代表取締役　柴田　剛介
平成18年７月１日

指定年月日

○●金沢市告示第235号

結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第１項の規定により、指定医療機関として次の医療機関を指定したの

で、結核予防法施行令（昭和26年政令第142号）第２条の５第１項の規定により告示します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年条例第36号）第６条第２項において準用する同条例第

４条第１項の規定により、次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条第１項の規定により、金沢市農業振興地域整備

計画を平成18年８月11日に変更したので、同条第４項において準用する同法第12条の規定により公告し、当該変更

後の金沢市農業振興地域整備計画書を金沢市産業局農林部農林総務課において縦覧に供します。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

15

登録番号

株式会社西原ネオ

名　　　称

東京都港区芝浦３丁目６番18号

住　　　所

平成18年７月27日

変更登録年月日

金沢市太陽ヶ

丘土地区画整

理組合

土地区画整理

組合の名称

昭和49年

６月１日から

平成19年

３月31日まで

事業施行期間

（施行地区）

金沢市銚子町ル、ヲ、レ、コ、エ、テ、ア、

サ及びキ、田上本町ツ、子、ム、ウ、井、

ノ、オ、ク及びヤ並びに田上町テ及び元銚

子ロヨの全部並びに銚子町ヌ、タ及びユ、

田上本町カ、ヨ、タ、レ、ソ、ナ、ラ、マ、

ケ、フ及びコ並びに田上町ウ、井、ユ及び

メの各一部

（工区）

［1工区］

金沢市銚子町テの全部並びに銚子町ヌ、ル、

タ、コ、エ、サ、キ及びユ並びに田上本町

カ及びムの各一部

施　行　地　区

金沢市太陽が丘

２丁目１番地

事務所の所在地

平成18年

７月21日

変更認可

の年月日

昭和49年

５月31日

設立認可

の年月日

公　　　　　　　告
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次の土地区画整理組合の事業計画の変更認可に係る申請があったので、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）

第39条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、当該変更事業計画を公衆の縦覧に供するため、土

地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第３条の規定により、次のとおり公告します。

なお、利害関係者は、縦覧に供された変更事業計画について意見がある場合においては、平成18年８月12日から

同年９月８日までに、金沢市長に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項に

ついては、この限りではありません。

平成18年８月11日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

［2工区］

金沢市銚子町ル、ヲ、タ、レ、コ、エ、ア、

サ及びキの各一部

［3工区］

金沢市銚子町ヌ、ル及びキ、田上本町カ、

ヨ、タ、レ、ソ、ツ、子、ラ、ム、ウ、井、

ノ、オ、ク及びコ並びに田上町ウ、ユ及び

元銚子ロヨの各一部

［4工区］

金沢市銚子町ル、サ及びキ並びに田上本町

ツ、子、ム、ウ、井、ノ及びクの各一部

［5工区］

金沢市銚子町ヲ及びサ並びに田上本町子、

井、ノ、ク及びヤの各一部

［6工区］

金沢市銚子町レ、ア及びサ並びに田上本町

ナ、井、ク、ヤ及びマの各一部

［7工区］

金沢市田上本町ツ、ナ、オ、ク、フ及びコ

並びに田上町井、テ、ユ、メ及び元銚子ロ

ヨの各一部

［8工区］

金沢市田上本町ナ、ク、ヤ、ケ及びフの各

一部

［9工区］

金沢市田上本町ツ、ナ、オ、ク、フ及びコ

並びに田上町井、テ、ユ、メ及び元銚子ロ

ヨの各一部

金沢市大桑第三土地区画整理組合

金沢市中屋土地区画整理組合

土地区画整理組合の名称

平成18年８月12日から

同年８月25日まで

平成18年８月12日から

同年８月25日まで

縦覧期間

金沢市役所

都市整備局定住促進部

区画整理課

金沢市役所

都市整備局定住促進部

区画整理課

縦覧場所

午前９時から

午後５時30分まで

午前９時から

午後５時30分まで

縦覧時間
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金沢市監査公表第20号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した工事監査の結果に関する報告を次のとお

り決定したので、同条第９項の規定により当該報告を公表します。

平成18年８月11日

金沢市監査委員　　山　　　形　　　紘　　　一

金沢市監査委員　　中　　　島　　　秀　　　雄

金沢市監査委員　　上　　　田　　　忠　　　信

金沢市監査委員　　増　　　江　　　　　　　啓

１ 監査対象

（1）金沢市立中央小学校アスベスト除去等改修工事

教育委員会　教育総務課

（2）林道医王山線改良工事

産業局農林部　農林基盤整備課

（3）平成15年度　浅野第３ポンプ場電気設備工事

企業局建設部　建設課

（4）平成15年度　浅野第３ポンプ場計装設備工事

監 　 査 　 公 　 表

長町１丁目

10番35号

工　事　場　所

兼六建設（株）

（指名競争入札）

請　負　業　者

（契約方法）

66,797,850

円

契　約　金　額

平成18年

２月９日

契　　　約

年　月　日

平成18年

２月９日

着　　　工

年　月　日

平成18年

５月16日

平成18年

５月31日（ ）

竣　　　工

（契約）

年　月　日

平成18年

４月10日

～

平成18年

７月27日

監　　　査

期　　　間

平成18年

６月９日

実　　　査

年　月　日

二俣町地内

工　事　場　所

（株）坂田組

（指名競争入札）

請　負　業　者

（契約方法）

84,857,850

円

契　約　金　額

平成17年

８月12日

契　　　約

年　月　日

平成17年

８月17日

着　　　工

年　月　日

平成18年

５月12日

平成18年

５月12日（ ）

竣　　　工

（契約）

年　月　日

平成17年

10月６日

～

平成18年

７月27日

監　　　査

期　　　間

平成17年

12月１日

平成18年

６月21日

実　　　査

年　月　日

工　事　場　所

請　負　業　者

（契約方法）

契　約　金　額

契　　　約

年　月　日

着　　　工

年　月　日

竣　　　工

（契約）

年　月　日

監　　　査

期　　　間

実　　　査

年　月　日

浅野本町地内 日立・柿本

特定建設工事共同企業体

（制約付一般競争入札）

2,378,250,000

円

平成16年

３月25日

平成16年

３月25日

平成18年

５月26日

平成18年

５月26日（ ）

平成16年

５月10日

～

平成18年

７月27日

平成17年

12月19日

平成18年

６月30日
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企業局建設部　建設課

（5）平成15年度　浅野第３ポンプ場機械設備工事（沈砂池設備）

企業局建設部　建設課

（6）平成15年度　浅野第３ポンプ場機械設備工事（ポンプ設備）

企業局建設部　建設課

２ 監査を執行した監査委員

山形紘一、中島秀雄、上田忠信、増江啓、澤飯英樹、出石輝夫、近藤義昭以下、監査委員の退任及び就任は次

のとおりである。

・澤飯英樹、出石輝夫は平成17年３月24日に退任し、代わって同月25日に上田忠信、増江啓が就任した。

・近藤義昭は平成17年３月31日に退任し、代わって同年４月１日に山形紘一が就任した。

３ 監査の方法

工事の設計図書等関係書類を審査するとともに、施工状況を実地監査した。

４ 監査の結果

（1）設計に関する事項

設計及び設計内容については、適正と認められた。

（2）施工に関する事項

施工、施工管理及び検査については、適正に執行されていた。

（3）事務手続に関する事項

契約等の事務手続については、適正に執行されていた。

浅野本町地内

工　事　場　所

横河電機（株）

（公募型指名競争入札）

請　負　業　者

（契約方法）

225,750,000

円

契　約　金　額

平成16年

３月26日

契　　　約

年　月　日

平成16年

３月26日

着　　　工

年　月　日

平成18年

５月26日

平成18年

５月26日（ ）

竣　　　工

（契約）

年　月　日

平成16年

５月10日

～

平成18年

７月27日

監　　　査

期　　　間

平成17年

12月19日

平成18年

６月30日

実　　　査

年　月　日

浅野本町地内

工　事　場　所

日本碍子（株）

（制約付一般競争入札）

請　負　業　者

（契約方法）

756,000,000

円

契　約　金　額

平成16年

３月29日

契　　　約

年　月　日

平成16年

３月30日

着　　　工

年　月　日

平成18年

５月26日

平成18年

５月26日（ ）

竣　　　工

（契約）

年　月　日

平成16年

５月10日

～

平成18年

７月27日

監　　　査

期　　　間

平成17年

12月19日

平成18年

６月30日

実　　　査

年　月　日

浅野本町地内

工　事　場　所

（株）荏原製作所

（制約付一般競争入札）

請　負　業　者

（契約方法）

1,759,800,000

円

契　約　金　額

平成16年

３月29日

契　　　約

年　月　日

平成16年

３月31日

着　　　工

年　月　日

平成18年

５月26日

平成18年

５月26日（ ）

竣　　　工

（契約）

年　月　日

平成16年

５月10日

～

平成18年

７月27日

監　　　査

期　　　間

平成17年

12月19日

平成18年

６月30日

実　　　査

年　月　日
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金沢市監査公表第21号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、金沢市長から監査の結果に基づき措置を講じ

た旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成18年８月11日

金沢市監査委員　　山　　　形　　　紘　　　一

金沢市監査委員　　中　　　島　　　秀　　　雄

金沢市監査委員　　上　　　田　　　忠　　　信

金沢市監査委員　　増　　　江　　　　　　　啓

１ 定期監査（財務事務監査）

（1）措置通知があった年月日 平成18年６月27日

（2）措置を講じた部局等 産業局労働政策課

（3）監査結果の公表年月日 平成18年２月１日（平成18年監査公表第４号）

（4）監査の結果及び措置の内容

金沢市消防局告示第１号

消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第12条第１項第８号ハ（第14条第１項第12号、第16条第３項第６号、

第18条第４項第15号、第19条第５項第23号、第20条第４項第17号、第21条第４項第19号、第22条第11号、第24条第

９号、第24条の２の３第１項第10号、第25条の２第２項第６号、第28条の３第４項第12号、第30条第10号、第30条

の３第５号、第31条第９号、第31条の２第10号及び第31条の２の２第９号において準用する場合を含む。）の規定

により、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を次のとおり指定します。

平成18年８月11日

金沢市消防長　　宮　　　本　　　健　　　一

消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第１（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）

項、（9）項イ及び（16）項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもののうち、令第12条第１項の規定

に基づくスプリンクラー設備、令第13条第１項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備（移動式のものを除く。）、

不活性ガス消火設備（移動式のものを除く。）、ハロゲン化物消火設備（移動式のものを除く。）又は粉末消火設備

（移動式のものを除く。）のいずれかの設備が設置されているもの。

（1）地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

（2）地階を除く階数が５以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

（3）地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

安定雇用促進奨励金及び未組織労働者信用保証料補給

金の交付について、補助金交付要件の確認審査に一部不

備が見受けられるので、補助金交付審査事務を厳正に行

う必要がある。

監査の結果（指摘事項等）

安定雇用促進奨励金の交付決定については、平成18年

４月申請分から交付対象期間における当該対象者の出勤

簿の写しおよび賃金台帳の写しの添付書類を含め、厳正

に交付審査事務を行うこととした。

未組織労働者信用保証料の補給金の交付決定について

は、平成18年４月申請分から（財）石川県労働者信用基

金協会に未組織事業勤労者であることおよび記載住所に

相違ない旨の確認書を提出させ交付審査事務を行うこと

とした。

措置の内容（改善等内容）

消　防　局　告　示
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